
特集!!  防災について
　今年も元旦早々から、能登半島地震の災害がおこり、驚きと恐ろしさ、また、災害は

いつ起こるかわからず、普段からの備えが大切だということも感じさせられました。

　当院では、平成 27 年度より災害医療部会を立ち上げ、有事の際に自院・自施設の機

能を維持しつつ、地域住民の安全を確保する目的に活動しています。全職員対象に外

部講師を招き、災害に関する研修会を開催しています。

　また、平成 29 年度には、災害が発生した際に避難所において支援活動を行う災害医

療チーム『YMAT』を結成し、チーム員を育成する研修を開催しています。現在、33 名

が研修を終了しています。職種は医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・

臨床検査技師・放射線技師・臨床工学技士・事務・調理士・介護員です。

　今回は、YMATの方より身の回りで行う事のできる防災対策について伺いました。

日頃からの備えを今一度確認し、どれだけ準備ができているか、足りないものはない

か、一人一人がしっかりと準備をしていきましょう。

◎ライフラインの停止時の必需品の確認・管理

被災時に健康管理を継続するためにはライフライン（電気・ガス・水道など）が使用

できなくなっても自力で生活できるように普段から備蓄しておくことが大切となります。

必需品に関しては、政府広報サイト等で確認できます。

では、その必需品の管理についていくつか例をあげます。

◎家の中での安全対策

災害時には倒れてきた家具の下敷きになるなどの可能性があります。自宅の家具はしっかりと固定しましょう。

・人数分のものがない⇒

　　家族の人数分の準備を行っているか、家族構成が変わる度に確認しましょう（転居者が出た場合など）。

　　子育て世帯では出産時や成長し、食べ物やオムツのサイズが変わる度に確認するようにしてください。

・持参薬を忘れていた⇒

　　持病がある方は、数日間のお薬とお薬手帳を忘れないようにしましょう。薬が変更になった場合は特に

　　ご注意ください。お薬手帳を撮影されるなどの対策も大切です。

・賞味期限切れに注意⇒

　　被災時に賞味期限が切れていないよう定期的に中身の確認を。

　　期限が近い食品類は早めに食卓で食べてしまいましょう。SDGs を忘れずに !!

◎被災時現場での身の守り方

どこで被災するかによって最初の対応に変化が出てきます。勤務先、商業施設、車内などその場にあった行動

をとれるように日頃から考えておきましょう。現場では感染症（コロナやインフル、食中毒など）の対策も必

要となります。手指消毒アルコールやマスクなどの準備も忘れないようにしておきましょう。

◎安否情報、避難場所の把握

家族内でそれぞれ別の場所にいて被災した場合、安否の情報やどこに避難しているか確認できるようにしてお

きましょう。安否に関しては「災害用伝言ダイヤル（171）」や携帯キャリアの「災害用伝言板」の活用を。避

難場所は確認だけではなく、実際に道のりを歩いてみるなどし、素早く避難できるように備えておきましょう。

最後になりますが、ここで述べた情報はほんの一部です。知っておくだけではなく、実際に一度

行う事が大切です。また、地域や家族構成等で準備物も変わります。情報も逐一更新されていき

ますので都度対応できるように備えることやご自身にあった防災対策をおこなっていただくよう

に家族の中でも話し合いを持ち、考え、対策を行うようにされてください。

最後に


